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八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

おしらせＨＯＴコーナー　案内おしらせＨＯＴコーナー　案内

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

Ｈ
Ｏ
Ｔ

Ｈ
Ｏ
Ｔ
コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

市役所の電話
996-2111

FAX
995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。通話
料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

案
内
案
内

会
議
の
開
催

●
八
潮
市
防
災
会
議
の
傍
聴

腹
８
月
２０
日
㈫　
午
後
２
時
～
３
時
３０
分

複
八
潮
メ
セ
ナ
集
会
室

淵
八
潮
市
地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
危
機
管
理
防
災
課
☎
焚
３
３
９

●
第
１
回
八
潮
市
自
立
支
援
協
議
会
の
傍

聴腹
８
月
２７
日
㈫　
午
後
７
時
～
８
時
３０
分

複
八
潮
メ
セ
ナ
集
会
室

淵
第
６
次
八
潮
市
障
が
い
者
行
動
計
画
、

第
５
期
八
潮
市
障
が
い
福
祉
計
画
の
実
績

報
告
に
つ
い
て

払
５
人
（
当
日
先
着
順
）

物
障
が
い
福
祉
課
☎
焚
４
５
３

●
第
１
回
八
潮
市
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会
の
傍
聴

腹
８
月
２８
日
㈬　
午
後
２
時
～
（
受
付
＝

午
後
１
時
３０
分
～
２
時
）

複
教
育
委
員
会
会
議
室

淵
青
少
年
健
全
育
成
事
業
報
告
な
ど
に
つ

い
て

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
社
会
教
育
課
☎
焚
３
６
５

●
第
２
回
市
民
活
動
推
進
委
員
会
の
傍
聴

腹
８
月
２９
日
㈭　
午
後
２
時
～

複
や
し
お
生
涯
楽
習
館
セ
ミ
ナ
ー
室
４

淵
提
言
書
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
市
民
協
働
推
進
課
☎
焚
４
６
５

●
第
１
回
八
潮
市
地
域
公
共
交
通
協
議
会

の
傍
聴

腹
９
月
６
日
㈮　
午
前
１０
時
～

複
八
潮
メ
セ
ナ
会
議
室
１
・
２

淵
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
に
関
す
る

協
議
お
よ
び
市
民
ニ
ー
ズ
調
査
の
内
容
な

ど
に
つ
い
て

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
交
通
防
犯
課
☎
焚
３
９
７

就
学
時
健
康
診
断

　
令
和
２
年
度
新
小
学
校
１
年
生
を
対
象

に
、
就
学
時
健
康
診
断
を
通
学
予
定
校
で

実
施
し
ま
す
。

腹
▼
１０
月
１０
日
㈭
＝
八
幡
小
学
校
▼
１０
月

１１
日
㈮
＝
松
之
木
小
学
校
▼
１０
月
１５
日
㈫

＝
八
條
北
小
学
校
▼
１０
月
１６
日
㈬
＝
潮
止

小
学
校
▼
１０
月
１７
日
㈭
＝
大
原
小
学
校
▼

１０
月
２１
日
㈪
＝
大
瀬
小
学
校
▼
１０
月
２３
日

㈬
＝
柳
之
宮
小
学
校
▼
１０
月
２５
日
㈮
＝
大

曽
根
小
学
校
▼
１０
月
２８
日
㈪
＝
八
條
小
学

校
▼
１０
月
２９
日
㈫
＝
中
川
小
学
校

※
対
象
と
な
る
児
童
の
保
護
者
に
は
、
後

日
、
個
別
に
通
知
し
ま
す
。

※
病
気
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ

り
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
、
学
務
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
天
候
な
ど
に
よ
り
変
更
と
な
る
場
合
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
し
ま
す
。

物
学
務
課
☎
焚
３
６
６

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た
全
国

一
斉
情
報
伝
達
試
験
放
送

　
国
か
ら
の
地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊

急
情
報
を
伝
達
す
る
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス

テ
ム
（
Ｊジ

ェ
イ

―
Ａア

ラ

ー

ト

Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
と
、
市
の
防

災
行
政
無
線
の
連
動
を
確
認
す
る
た
め
、

試
験
放
送
を
行
い
ま
す
。

腹
８
月
２８
日
㈬　
午
前
１１
時
ご
ろ

淵
▼
防
災
行
政
無
線
チ
ャ
イ
ム
▼
こ
れ
は
、

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
（
３
回
）
▼

こ
ち
ら
は
、
防
災
や
し
お
で
す
▼
防
災
行

政
無
線
チ
ャ
イ
ム

※
災
害
や
天
候
な
ど
に
よ
り
、
試
験
放
送

を
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

物
危
機
管
理
防
災
課
☎
焚
３
０
５

ガ
ー
デ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
制
度

　

ガ
ー
デ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
制
度
と
は
、

農
地
所
有
者
と
市
民
の
協
働
に
よ
り
、
農

地
を
生
か
し
た
緑
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
を
図
る
も
の
で
す
。
市
で
は
、
農
地

の
耕
作
、
管
理
な
ど
の
協
力
が
必
要
な
農

地
所
有
者
と
、
農
地
管
理
に
協
力
す
る
農

園
サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
農
地
所
有
者
と
農
園
サ
ポ
ー
タ

ー
が
「
ガ
ー
デ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
制
度
に

関
す
る
協
定
」
を
締
結
す
る
と
、
農
地
所

有
者
に
対
し
て
助
成
制
度
が
あ
り
ま
す
。

物
都
市
農
業
課
☎
焚
２
９
９

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
資
格
認
定
共
通
試
験

腹
１１
月
２４
日
㈰

複
埼
玉
工
業
大
学
（
深
谷
市
）

覆
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
高
等
学
校
の
土
木
工
学
科
ま
た
は
こ
れ

に
相
当
す
る
課
程
を
修
了
し
て
卒
業
し
た

方
②
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
方
で
、
排
水

設
備
工
事
な
ど
の
設
計
ま
た
は
施
工
に
関

し
、
１
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
方

③
排
水
設
備
工
事
な
ど
の
設
計
ま
た
は
施

工
に
関
し
、
２
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有

す
る
方
④
①
～
③
に
準
ず
る
方

沸
１
万
円

受
付
期
間　
８
月
１９
日
㈪
～
９
月
２７
日
㈮

（
必
着
）

※
詳
し
く
は
、
受
験
案
内
（
８
月
１９
日
か

ら
下
水
道
課
で
入
手
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

物
下
水
道
課
☎
焚
２
６
２

若
者
向
け
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

＆
相
談
会

腹
①
８
月
２３
日
㈮
②
９
月
１３
日
㈮

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
＝
午
後
２
時
～
３
時

相
談
会
＝
午
後
３
時
～
４
時
３０
分
（
１
人

３０
分
）

複
ゆ
ま
に
て
研
修
室

覆
１５
～
３９
歳
の
方

※
埼
玉
と
う
ぶ
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
へ
の
利
用
登
録
が
必
要
で
す
。

淵
①
応
募
書
類
の
書
き
方
②
採
用
面
接
の

受
け
方

※
雇
用
保
険
受
給
者
で
、
希
望
の
方
に
は

受
講
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

弗
筆
記
用
具

払
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
＝
各
１０
人
（
申
込

順
）、
相
談
会
＝
各
５
人
（
申
込
順
）

沸
無
料

仏
電
話
で
埼
玉
と
う
ぶ
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
（
☎
０４８
・
７４１
・
６
５
８
３
、

受
付
＝
平
日
お
よ
び
第
２
・
４
土
曜
日
の

午
前
１０
時
～
午
後
５
時
）
へ

労
働
力
調
査

　
総
務
省
統
計
局
で
は
、県
を
通
じ
て
、毎

月
「
労
働
力
調
査
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
は
、

国
や
都
道
府
県
が
実
施
す
る
雇
用
失
業
対

策
な
ど
の
企
画
・
立
案
を
す
る
う
え
で
重

要
な
指
標
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

　
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
は
統
計

調
査
員
が
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

物
企
画
経
営
課
☎
焚
２
３
３

交
通
事
故
被
害
者
の
家
族
へ

援
護
一
時
金
を
給
付

覆
平
成
３０
年
４
月
１
日
以
降
、
交
通
遺
児

等
と
な
っ
た
県
内
在
住
の
方

※
交
通
遺
児
等
…
１８
歳
以
下
の
方
で
、
保

護
者
が
交
通
事
故
（
陸
海
空
す
べ
て
の
交

通
事
故
）
に
よ
り
、
死
亡
ま
た
は
重
い
障

が
い
を
負
っ
た
方

淵
１
人
に
つ
き
１０
万
円
（
１
回
限
り
）

仏
１１
月
給
付
分
は
８
月
３０
日
ま
で
、
令
和

２
年
５
月
給
付
分
は
令
和
２
年
２
月
２８
日

ま
で
に
、
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
み
ず
ほ
信

託
銀
行
浦
和
支
店
（
〒
３３０
―
０
０
６
３
さ

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
２
―
６
―
１８
、
☎

０４８
・
８２２
・
０
１
９
１
）
へ

物
県
防
犯
・
交
通
安
全
課
☎
０４８
・
８３０
・
２

９
５
８

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１１０
番
」
強
化
週
間

　
子
ど
も
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問

題
に
つ
い
て
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
の
相
談

を
お
受
け
し
ま
す
。

腹
８
月
２９
日
㈭
～
９
月
４
日
㈬　
午
前
８

時
３０
分
～
午
後
７
時
（
土
・
日
曜
日
は
午

前
１０
時
～
午
後
５
時
）

淵
電
話
相
談　
錆
０
１
２
０・００７・１１０
（
Ｉ

Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ
ん
）

相
談
担
当
者　
法
務
局
職
員
、
埼
玉
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
子
ど
も
人
権
委
員
会

委
員
※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

物
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
☎

０４８
・
８５９
・
３
５
０
７

多
数
の
人
が
利
用
す
る
建
築
物
の

耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
補
助
制
度

　
県
で
は
昭
和
５６
年
５
月
３１
日
以
前
に
建

築
確
認
を
受
け
て
建
築
さ
れ
た
建
築
物
の

う
ち
、
診
療
所
や
店
舗
、
福
祉
施
設
な
ど

の
多
数
の
人
が
利
用
す
る
建
築
物
で
一
定

規
模
以
上
の
建
築
物
に
対
し
て
、
耐
震
診

断
、
耐
震
補
強
設
計
お
よ
び
耐
震
改
修
の

費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

物
県
建
築
安
全
課
☎
０４８
・
８３０
・
５
５
２
７

建
築
物
の
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策

補
助
制
度

　
県
で
は
、
民
間
建
築
物
の
ア
ス
ベ
ス
ト

対
策
と
し
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
の
お
そ

れ
の
あ
る
吹
付
け
材
の
含
有
調
査
お
よ
び

ア
ス
ベ
ス
ト
の
除
去
な
ど
工
事
に
対
す
る

費
用
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

物
県
建
築
安
全
課
☎
０４８
・
８３０
・
５
５
２
５

離
職
中
の
看
護
職
の
方
は
届
け
出
を

　
看
護
職
の
有
資
格
者
で
、
未
就
業
の
方

は
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
へ
届
け
出
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
看
護
師
等
の
届
出
サ
イ
ト

「
と
ど
け
る
ん
」（https://todokerun.

nurse-center.net/todokerun/

）
を

ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

物
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
（
届
出
専
用
）
☎

０４８
・
６２０
・
７
３
３
９

　
次
の
方
が
人
権
擁
護
委
員
に
就
任
し
ま
し
た
。

昼ひ
る

間ま　
悦え

つ

子こ

氏�

任
期
（
令
和
元
年
７
月
１
日
～
令
和
４
年
６
月
３０
日
）

人
権
擁
護
委
員

　外国人労働者の受入れ拡大を目的とした新在留資格「特定
技能」を盛り込んだ改正出入国管理法が２０１９年４月１日より施
行されました。今後、日本で働く外国人はさらに増えると考
えられています。言葉や宗教、習慣などの違いから、外国人
を避けてしまうことは、外国人の人権を侵害することになり
ますので、外国人への差別が起きないよう努めなくてはいけ
ません。
　しかしながら、現在も「外国人だから」とアパートの入居
や公衆浴場の入浴を断られることや、外国人が罪を犯すと、
その国の人すべてが悪いようなイメージを持たれてしまうこ
とがあります。また、各地で行われているデモにおいて、特
定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動、いわゆる「ヘイト
スピーチ」が公然と行われている状況もあります。
　２０２０年には、オリンピック・パラリンピックが東京を中心
に開催されます。今後、ますます外国人と接する機会が増加
する今こそ、「外国人だから」と偏見を持つのではなく、ま
ずはコミュニケーションをとり、相手を知ることによって、
お互いの人権が尊重された多文化共生社会が実現できるよう
心がけましょう。
　埼玉県では、「すべての県民がお互いの人権を尊重しなが
ら共に生きる社会」の実現に向けて、「人権尊重社会をめざ
す県民運動」を展開しています。

外国人の人権
～多文化共生社会の実現に向けて～

人 権 そ れ は 愛

物社会教育課☎奮365、人権・男女共同参画課☎奮811

８月は「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です。


